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別表１ 

 

「社会福祉施設等」の定義 

 

１ 区分 ２ 大分類 ３ 中分類 ４ 小分類 

(1) 生活保護法（昭和２５年
法律第１４４号）第３８
条に基づく保護施設 

保護施設 
 
 
 

救護施設 
更生施設 
授産施設 
宿所提供施設 

 
 
 
 

(2) 次のアからエに定める施
設（以下「社会事業授産
施設等」という。） 

ア 社会福祉法（昭和２６
年法律第４５号）第２
条第２項第７号に基づ
く授産施設（(1)による
授産施設を除く。） 

イ 平成６年６月２３日社
援地第７４号厚生省社
会・援護局⾧通知「地
域福祉センターの設置
運営について」に基づ
く地域福祉センター 

ウ 社会福祉法第２条第３
項第１１号に基づく隣
保館、生活館（アイヌ
集落内に設置された建
物）及び生活困窮者・
ホームレス自立支援セ
ンター 

エ 昭和４０年９月１日厚
生省事務次官通知「へ
き地保健福祉館の設置
及び運営について」に
基づくへき地保健福祉
館 

 
 
 
社会事業授産施
設 
 
 
 
地域福祉センタ
ー 
 
 
 
 
隣保館 
生活館 
生活困窮者・ホー
ムレス自立支援
センター 
 
 
へき地保健福祉
館 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
地域福祉センタ
ー（A 型） 
地域福祉センタ
ー（B 型） 
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(3) 社会福祉士及び介護福祉
士法(昭和６２年法律第
３０号）第７条及び第４
０条に基づき厚生労働大
臣の指定を受けることの
できる養成施設 

介護福祉士等養
成施設 
 

社会福祉士養成
施設 
介護福祉士養成
施設 
 

 
 

(4) 障害者総合支援法第５条
第１項に規定する障害福
祉サービス事業（同条第
６項に規定する療養介
護、同条第７項に規定す
る生活介護、同条第１２
項に規定する自立訓練、
同条第１３項に規定する
就労移行支援及び同条第
１４項に規定する就労継
続支援に限る。）を行う
施設（以下「障害福祉サ
ービス事業所」とい
う。）並びに同条第１１
項に規定する障害者支援
施設 

障害福祉サービ
ス事業所（療養介
護事業、生活介護
事業、自立訓練事
業、就労移行支援
事業、及び就労継
続支援事業を行
うものに限る。） 
 
障害者支援施設 
 

  

(5) 障害者総合支援法第５条
第２項に規定する居宅介
護、同条第３項に規定す
る重度訪問介護、同条第
４項に規定する同行援
護、同条第５項に規定す
る行動援護（以下「居宅
介護」という。）、同条
第８項に規定する短期入
所、同条第１５項に規定
する就労定着支援、同条
第１６項に規定する自立
生活援助、同条第１７項
活に規定する共同生援助

居宅介護事業所
重度訪問介護事
業所 
同行援護事業所
行動援護事業所
（以下「居宅介護
事業所」という。） 
 
短期入所事業所 
就労定着支援事
業所 
自立生活援助事
業所 
共同生活援助事
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及び同条第１８項に規定
する相談支援を行う事業
所 

業所 
相談支援事業所 

(6) 身体障害者福祉法第５条
第１項に基づく身体障害
者社会参加支援施設、昭
和３７年２月２７日社発
第１０９号厚生省社会局
⾧通知「盲人ホームの運
営について」に基づく盲
人ホーム及び平成８年５
月１０日社援更第１３３
号厚生省社会・援護局⾧
通知「市町村障害者生活
支援事業の実施につい
て」に基づく市町村障害
者生活支援センター（以
下「身体障害者社会参加
支援施設等」という。） 

身体障害者社会
参加支援施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
盲人ホーム市町
村障害者生活支
援センター 

身体障害者福祉
センター 
 
 
 
 
 
 
補装具製作施設
盲導犬訓練施設 
視聴覚障害者情
報提供施設 
 

身体障害者福祉セ
ンターＡ型 
身体障害者福祉セ
ンターＢ型 
身体障害者デイサ
ービスセンター 
身体障害者更生セ
ンター 
点字図書館 
聴覚障害者情報提
供施設 
 

(7) 障害者総合支援法第５条
第２７項に規定する地域
活動支援センター 

地域活動支援セ
ンター 

  

(8) 障害者総合支援法第５条
第２８項に規定する福祉
ホーム 

福祉ホーム   

(9) 児童福祉法第６条の２の
２第１項に規定する障害
児通所支援事業（同条第
２項に規定する児童発達
支援、同条第４項に規定
する放課後等デイサービ
ス）を行う事業者、第７
条に規定する障害児入所
施設、児童発達支援セン
ター及び昭和５４年７月
１１日児発第５１４号厚

児童福祉施設 
 
 
 
 
 
 
 
児童発達支援事
業所 
放課後等デイサ

障害児入所施設 
 
 
 
児童発達支援セ
ンター 

福祉型障害児入所
施設 
医療型障害児入所
施設 
福祉型児童発達支
援センター 
医療型児童発達支
援センター 
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生省児童家庭局⾧通知
「心身障害児総合通園セ
ンターの設置について」
に基づく心身障害児総合
通園センター 

ービス事業所 
心身障害児総合
通園センター 

(10) 児童福祉法第６条の２の
２第５項に規定する居宅
訪問型児童発達支援、同
条第６項に規定する保育
所等訪問支援及び同条第
７項に規定する障害児相
談支援を行う事業所 

居宅訪問型児童
発達支援事業所 
保育所等訪問支
援事業所 
障害児相談支援
事業所 
 

 
 
 

 
 
 

(11) 老人福祉法（昭和３８年
法律第１３３号）第５条
の３に基づく老人福祉施
設、同法第５条の２第６
項に基づく住居としての
認知症高齢者グループホ
ーム、平成６年９月１４
日老計第１２０号厚生省
老人保健福祉局⾧通知
「在宅複合型施設の整備
について」に基づく在宅
複合型施設、平成１２年
９月２７日老発第６５５
号厚生省老人保健福祉局
⾧通知「高齢者生活福祉
センター運営事業の実施
について」に基づく生活
支援ハウス（高齢者生活
福祉センター）、介護保
険法（平成９年法律第１
２３号）第８条第２８項
に基づく介護老人保健施
設、同法第８条第２９項
に基づく介護医療院、同

老人福祉施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

老人デイサービ
スセンター 
老人短期入所施
設 
養護老人ホーム
特別養護老人ホ
ーム 
軽費老人ホーム 
 
 
 
 
 
 
 
老人福祉センタ
ー 
 
 
 
 
 
 
老人介護支援セ

 
 
 
 
 
 
 
軽 費 老 人 ホ ー ム
（Ａ型） 
軽 費 老 人 ホ ー ム
（Ｂ型） 
軽 費 老 人 ホ ー ム
（ケアハウス） 
都市型軽費老人ホ
ーム 
老人福祉センター
（Ａ型） 
老人福祉センター
（特Ａ型） 
老人福祉センター
（Ｂ型） 
老人福祉施設付設
作業所 
在宅介護支援セン
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法第８条第４項に基づく
訪問看護の事業を行う事
業所としての訪問看護ス
テーション、老人福祉法
第５条の２第５項に基づ
く小規模多機能型居宅介
護事業を行う拠点として
の小規模多機能型居宅介
護拠点、老人福祉法第５
条の２第２項に基づく老
人居宅介護等事業を行う
事業所のうち、夜間対応
型訪問介護事業を行う事
業所としての夜間対応型
訪問介護ステーション、
平成１８年５月２９日老
発第０５２９００１号厚
生労働省老健局⾧通知
「地域介護・福祉空間整
備等交付金及び地域介
護・福祉空間推進交付金
の実施について」に基づ
く介護予防拠点、介護保
険法第１１５条の４６に
基づく地域包括支援セン
ター及び同法第８条第１
５項に基づく定期巡回・
随時対応型訪問介護看護
を行う事業所としての定
期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所、同法第
８条第２３項に基づく複
合型サービスを行う事業
所としての看護小規模多
機能型居宅介護事業所
（以下「老人福祉施設

 
認知症高齢者グ
ループホーム 
 
 
在宅複合型施設 
 
 
生活支援ハウス 
 
 
介護老人保健施
設 
 
 
介護医療院 
 
訪問看護ステー 
ション 
 
小規模多機能型
居宅介護事業所 
 
夜間対応型訪問
介護ステーショ
ン 
 
介護予防拠点 
 
地域包括支援セ
ンター 
 
定期巡回・随時対
応型訪問介護看
護事業所 
 

ンター 
 

ター 
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等」という。） 看護小規模多機
能型居宅介護事
業所 

(12) 困難な問題を抱える女性
への支援に関する法律第
９条第１項及び第６項に
基づく女性相談支援セン
ター及び一時保護所、同
法第１２条第１項に基づ
く女性自立支援施設 

女性相談支援セ
ンター 
一時保護所 
女性自立支援施
設 

  

(13) 児童福祉法第７条に基づ
く児童福祉施設（助産施
設、母子生活支援施設、
保育所(児童福祉法第５
６条の８に基づく公私連
携型保育所（以下「公私
連携型保育所という。）
を含む。）、幼保連携型
認定こども園(認定こど
も園法第３４条に基づく
公私連携幼保連携型認定
こども園を含み、児童福
祉施設としての保育を実
施する部分に限る。)、
乳児院、児童厚生施設、
児童養護施設、児童心理
治療施設、児童自立支援
施設及び児童家庭支援セ
ンターに限る。）、同法
第１２条に基づく児童相
談所、同法第１２条の４
に基づく児童を一時保護
する一時保護施設、同法
第３５条第１０項に基づ
く職員養成施設、同法第
６条の３第１項に基づく

児童福祉施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
児童相談所 
 
一時保護施設 
職員養成施設 
児童自立生活援
助事業所 
地域子育て支援
拠点事業所 
一時預かり事業
所 

助産施設 
 
乳児院 
母子生活支援施
設 
保育所 
幼保連携型認定
こども園 
児童厚生施設 
児童養護施設 
児童心理治療施
設 
児童自立支援施
設 
児童家庭支援セ
ンター 

第一種助産施設 
第二種助産施設 
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児童自立生活援助事業を
行う事業所、同条第６項
に基づく地域子育て支援
拠点事業を行う事業所、
同条第７項に基づく一時
預かり事業所、同条第８
項に基づく小規模住居型
児童養育事業を行う事業
所、同条第１０項に基づ
く小規模保育事業を行う
事業所、同条第１２項に
基づく事業所内保育事業
を行う事業所、認定こど
も園法第３条第１項に基
づく認定及び同条第１１
項に基づく公示を受けた
幼稚園（以下「幼稚園型
認定こども園という。）
において保育を実施する
部分（以下「保育所機能
部分」という。）、子ど
も・子育て支援法（平成
２４年法律第６５号）第
３０条第１項第４号に基
づく特例保育を提供する
施設であって、一日当た
りの平均入所児童数が６
人以上であるもの（以下
「特例保育施設」とい
う。）、同法第５９条第
１号に基づく利用者支援
事業を行う事業所、母子
保健法の一部を改正する
法律（令和元年法律第 69
号）による改正後の母子
保健法（昭和 40 年法律

小規模住居型児
童養育事業所 
小規模保育事業
所 
事業所内保育事
業所 
幼稚園型認定こ
ども園(幼稚園と
保育所機能部分
の定員合計が２
０人以上の保育
所機能部分（幼稚
園部分と施設が
一体的である場
合を除く。）に限 
る。) 
特例保育施設 
利用者支援事業
所 
産後ケア事業を
行う施設 
子育て支援のた
めの拠点施設 
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第 141 号。以下「改正母
子保健法」という。）第
17 条の２に基づく産後ケ
ア事業を行う施設及び平
成１１年１月７日児発第
１４号厚生省児童家庭局
⾧通知「子育て支援のた
めの拠点施設の設置につ
いて」に基づく子育て支
援のための拠点施設（以
下「助産施設等」とい
う。） 

(14) 母子及び父子並びに寡婦
福祉法（昭和３９年法律
第１２９号）第３８条及
び平成２６年９月３０日
厚生労働省発雇児０９３
０第４号厚生労働事務次
官通知「母子・父子福祉
施設の設備及び運営につ
いて」に基づく母子・父
子福祉施設 

母子・父子福祉施
設 

母子・父子福祉セ
ンター 
母子・父子休養ホ
ーム 

 

(15) 母子保健法（昭和４０年
法律第１４１号）第２２
条に基づく母子健康包括
支援センター（旧母子保
健法第２２条第１項に基
づく母子健康センターと
して平成２９年３月３１
日以前に設置された施設
であり、かつ旧同法２２
条第２項に規定していた
機能を維持している施設
に限る。） 

母子健康包括支
援センター 

  

(16) 生活保護法第 30 条に基
づく日常生活支援住居施

日常生活支援住
居施設 
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設 

(17) 上 記 以 外 の 施 設 で あ っ
て、当該施設について国が当該
施設の設置及び運営について
基準を定めており、かつ、知事
が特に整備の必要を認めるも
の 

その他施設 
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別表２ 

 

交付の対象 

 

１ 施設の種類 ２ 設置根拠等 ３ 設置者 ４ 補助率 

(1) 保護施設 
 
 
 
 

生活保護法第４０条又
は第４１条 

(ｱ) 市町村（中核市
を除く。以下本
表において同
じ。） 

 
(ｲ) 社会福祉法人又

は日本赤十字社 
 

３／４ 
 
３／４ 
 

(2) 社会事業授産施
設等 

ア 社会事業授産
施設 

 
 
イ 地域福祉セン

ター(Ａ型、
Ｂ型) 

 
 
 
ウ 隣保館 
 
 
 
 
 
 
エ 生活館 
 
 
 

 
 
社会福祉法第２条第２
項第７号 
 
 
平成６年６月２３日社
援地第７４号厚生省社
会・援護局⾧通知「地域
福祉センターの設置運
営について」 
 
平成１４年８市町村月
２９日厚生労働省発社
援第 0829002 号厚生労
働事務次官通知「隣保館
の設置及び運営につい
て」 
 
平成１４年８市町村月
２９日厚生労働省発社
援第 0829002 号厚生労
働事務次官通知「隣保館

 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
 
 
市町村 
 
 
 
 
 
 
市町村 
 
 
 

 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
３／４ 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
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オ 生活困窮者・

ホームレス自
立支援センタ
ー 

 
 
カ へき地保健福

祉館 
 

 
 

の設置及び運営につい
て」 
 
平成３０年市町村７月
３１日厚生労働省・国土
交通省告示第２号ホー
ムレスの自立の支援等
に関する基本方針 
 
昭和４０年９月１日厚
生省事務次官通知「へき
地保健福祉館の設置及
び運営について 
 

 
 
 
市町村 
 
 
 
 
 
市町村 
 
 
 
 

 
 
 
３／４ 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
 
 

(3) 介護福祉士等養
成施設 

 

社会福祉士及び介護福
祉士法第７条又は第４
０条 

(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 

３／４ 
 
３／４ 
 

(4) 障害者支援施設
等 

ア 障害福祉サー
ビス事業所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
障害者総合支援法第７
９条第２項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 障害者総合支援

法第７９条第２
項に基づき事業
を実施する法人
（社会福祉法
人、医療法人、
日本赤十字社、
公益社団法人、
公益財団法人、
一般社団法人、
一般財団法人、
NPO 法人、営
利法人等。以下
「社会福祉法人
等」という。） 

 
３／４ 
 
３／４ 
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イ 障害者支援施

設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 居宅介護事業

所、短期入所
事業所、就労
定着支援事業
所、自立生活
援助事業所、
共同生活援助
事業所及び相
談支援事業所 

 
エ 地域活動支援

センター 
 
 

 
障害者総合支援法第８
３条第３項又は第４項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
障害者総合支援法第７
９条第２項 
 
 
 
 
 
 
 
 
障害者総合支援法第７
７条第１項第９号及び
第７９条第２項 
 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 地方税法（昭和

２５又は指定年
法律第２都市若
し２６号）第く
は中核３４８条
第市２項第１０
の４号及び第１
０の６号の規定
により固定資産
税を課されない
こととされてい
る法人（社会福
祉法人、医療法
人、日本赤十字
社、公益社団法
人又は公益財団
法人等。医療法
人を除く。） 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 
 
 
 
 
 
 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 
 

 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
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オ 福祉ホーム 
 
 
 

障害者総合支援法第７
７条第３項及び第７９
条第２項 

(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 

３／４ 
 
３／４ 

(5) 身体障害者社会
参加支援施設等 

ア 補装具製作施
設及び視聴覚
障害者情報提
供施設(中分
類) 

 
イ 身体障害者福

祉センター
(中分類) 

 
ウ 盲導犬訓練施

設 
 
 
 
 
 
 
 
エ 盲人ホーム 
 
 
 
 
オ 市町村障害者

生活支援セン
ター 

 
 
 

 
 
身体障害者福祉法第２
８条第２項又は第３項 
 
 
 
 
身体障害者福祉法第２
８条第２項又は第３項 
 
 
身体障害者福祉法第２
８条第２項又は第３項 
 
 
 
 
 
 
 
昭和３７年２月２７日
社発第１０９号厚生労
働省社会局⾧通知「盲人
ホームの運営について」 
 
平成８年５月１０日社
援更第１３３号厚生省
社会・援護局⾧通知「市
町村障害者生活支援事
業の実施について」 

 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 公益社団法人、

公益財団法人、
一般社団法人、
一般財団法人 

 
(ｱ) 市（中核市を除

く。） 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
 

 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
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(6) 児童福祉施設等 
ア 障害児入所施

設（中分類） 
 
 
 
 
 
イ 児童発達支援

センター（中
分類） 

 
ウ 児童発達支援

事業所及び放
課後等デイサ
ービス事業所
（中分類） 

 

 
児童福祉法第３５条第
３項又は第４項 
 
 
 
 
 
児童福祉法第３５条第
３項又は第４項 
 
 
児童福祉法第３４条の
３第２項 
 
 
 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人、

日本赤十字社、
公益社団法人又
は公益財団法人 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 
 
 

 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 

(7) 居宅訪問型児童
発達支援事業
所、保育所等訪
問支援事業所及
び障害児相談支
援事業所 

 

児童福祉法第３４条の
３第２項 

(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 

３／４ 
 
３／４ 
 
 
 

(8) 老人福祉施設等 
ア 老人デイサー

ビスセンター 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
老人福祉法第１５条第
２項 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 営利法人、医療

法人、日本赤十
字社、公益社団
法人、公益財団
法人、一般社団
法人、一般財団

 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
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イ 老人短期入所

施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 養護老人ホー

ム及び特別養
護老人ホーム 

 
エ 軽費老人ホー

ム（Ａ型） 
 
 
オ 軽費老人ホー

ム（Ｂ型） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
老人福祉法第１５条第
２項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
老人福祉法第１５条第
３項又は第４項 
 
 
老人福祉法第１５条第
５項 
 
 
老人福祉法第１５条第
５項 
 
 

法人、NPO 法
人等（法人の種
別は問わない。
社会福祉法人を
除く。以下「民
間法人」とい
う。）（ただ
し、認知症対応
型デイサービス
センターに限
る。） 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人（ただ

し、虐待のほ
か、要介護者の
急な疾病等に対
応するための緊
急ショートステ
イに限る。） 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
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カ 軽費老人ホー
ム（ケアハウ
ス） 

 
 
 
キ 都市型軽費老

人ホーム 
 
 
 
 
ク 老人福祉セン

ター（Ａ型） 
 
 
ケ 老人福祉セン

ター（特Ａ
型） 

 
コ 老人福祉セン

ター（Ｂ型） 
 
 
サ 老人福祉施設

付設作業所 
 
 
シ 在宅介護支援

センター 
 
 
 
 
 
 

老人福祉法第１５条第
５項 
 
 
 
 
老人福祉法第１５条第
５項 
 
 
 
 
老人福祉法第１５条第
５項 
 
 
老人福祉法第１５条第
５項 
 
 
老人福祉法第１５条第
５項 
 
 
老人福祉法第１５条第
５項 
 
 
老人福祉法第１５条第
２項 
 
 
 
 
 
 

(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 医療法人 

 
(ｴ) その他知事が認

めた者 

３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
２／３ 
 
２／３ 
 
２／３ 
 
２／３ 
 
２／３ 
 
２／３ 
 
２／３ 
 
２／３ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
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ス 認知症高齢者

グループホー
ム 

 
 
 
セ 在宅複合型施

設 
 
 
 
 
ソ 生活支援ハウ

ス 
 
 
 
 
 
 
 
タ 介護老人保健

施設（併設さ
れる通所リハ
ビリテーショ
ン事業部分を
含む） 

 
 
 
チ 介護医療院

（併設される
通所リハビリ
テーション事
業部分を含

 
老人福祉法第１４条 
 
 
 
 
 
平成６年９月１４日老
計第１２０号厚生省老 
人保健福祉局⾧通知「在
宅複合型施設の整備に
ついて」 
 
平成１２年９月２７日
老発第６５５号厚生省
老人保健福祉局⾧通知
「高齢者生活福祉セン
ター運営事業の実施に
ついて」 
 
 
 
介護保険法第９４条１
項（介護保険法第４１条
第１項、及び同法第７２
条１項） 
 
 
 
 
 
介護保険法第１０７条
１項（介護保険法第４１
条第１項、及び同法第７
２条第１項） 
 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 医療法人 
 
(ｴ) その他知事が認

めた者 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 医療法人 
 
(ｴ) その他知事が認

めた者 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 医療法人 

 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
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む） 
 
 
 
ツ 訪問看護ステ

ーション 
 
 
 
 
 
 

テ 小規模多機能
型居宅介護事
業所 

 
 
 
ト 夜間対応型訪

問介護ステー
ション 

 
 
 
ナ 介護予防拠点 
 
 
 
 
 
 
 
ニ 地域包括支援

センター 
 
 

 
 
 
 
介護保険法第７０条第
１項 
 
 
 
 
 
 
老人福祉法第１４条 
 
 
 
 
 
老人福祉法第１４条 
 
 
 
 
 
平成１８年５月２９日
老発第０５２９００１
号厚生労働省老健局⾧
通知「地域介護・福祉空
間整備等交付金及び地
域介護・福祉空間推進交
付金の実施について」 
 
介護保険法第１１５条
の４６第２項又は第３
項 
 

 
(ｴ) その他知事が認

めた者 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 医療法人 

 
(ｴ) 非営利法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人 
 
 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 

 
３／４ 
 
 
１／３ 
 
１／３ 
 
１／３ 
 
１／３ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
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ヌ 定期巡回・随

時対応型訪問
介護看護事業
所 

 
 
ネ 看護小規模多

機能型居宅介
護事業所 

 
 
 

 
 
介護保険法第８条第１
５項 
 
 
 
 
介護保険法第８条第２
３項 
 
 
 
 

(ｳ) 民間法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人 
 
(ｳ) 民間法人 
 

３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 

(9) 女性自立支援施
設 

 

困難な問題を抱える女
性への支援に関する法
律第１２条第１項 

社会福祉法人 
 

３／４ 
 

(10) 助産施設等 
ア 助産施設、乳

児院、母子生
活支援施設、
児童養護施
設、児童心理
治療施設、児
童自立支援施
設及び児童家
庭支援センタ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 

児童福祉法第３５条第
３項又は第４項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ｱ) 中核市（助産施
設及び母子生活
支援施設を除
く。）又は市町
村（本表(10)の
ｱの(ｱ)、ｲの
(ｱ)、ｶの(ｱ)及
びｸの(ｱ)につい
ては児童相談所
設置市を除
く。） 

 
(ｲ) 社会福祉法人又

は日本赤十字
社、公益社団法
人、公益財団法
人、一般社団法
人若しくは一般
財団法人 

３／４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
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イ 保育所 
 
 
 
 
 
 
ウ 幼保連携型認

定こども園 
 
 
 
 
 
エ 児童厚生施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ 職員養成施設 
 
 
カ 児童自立生活

援助事業所 
 
 
 
キ 地域子育て支

援拠点事業所 
 
 

 
児童福祉法第３５条第
３項又は第４項 
 
 
 
 
 
認定こども園法第１２
条 
 
 
 
 
 
児童福祉法第３５条第
３項又は第４項 
 
 
 
 
 
 
 
児童福祉法第３５条第
１０項 
 
児童福祉法第６条の３
第１項 
 
 
 
児童福祉法第３４条の
１１第１項 
 
 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 児童福祉法第３

５条第４項に基
づき認可を受け
た者 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 認定こども園法

第１７条第１項
に基づき認可を
受けた者 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人又

は公益社団法
人、公益財団法
人、一般社団法
人若しくは一般
財団法人 

 
市町村 
 
 
(ｱ) 中核市又は市町

村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 児童福祉法第３

４条の１１第１

 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
２／３ 
 
２／３ 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
 
３／４ 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
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ク 一時預かり事

業所 
 
 
ケ 小規模住居型

児童養育事業
所 

 
 
コ 小規模保育事

業所、事業所
内保育事業所 

 
 
 
 
サ 幼稚園型認定

こども園 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ 特例保育施設 
 
 
ス 利用者支援事

 
 
 
 
 
 
児童福祉法第６条の３
第７項 
 
 
児童福祉法第６条の３
第８項 
 
 
 
児童福祉法第３４条の
１５第１項又は第２項 
 
 
 
 
 
学校教育法第２条（認定
こども園法第３条第１
項の認定を受けたもの
に限る。） 
 
 
 
 
 
 
子ども・子育て支援法第
３０条第１項第４号 
 
子ども・子育て支援法第

項に基づき地域
子育て支援拠点
事業を実施する
法人（社会福祉
法人等） 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 
 
(ｱ) 中核市又は市町

村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 児童福祉法第３

４条の１５第２
項に基づき認可
を受けた者 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 認定こども園法

第３条第１項に
基づき認定を受
けた者（指定都
市、中核市及び
市町村を除
く。） 

 
市町村 
 
 
(ｱ) 市町村 

 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
 
３／４ 
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業所 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ 産後ケア事業

を行う施設 
 
 
ソ 子育て支援の

ための拠点施
設 

 
 
 
 
 
 
 

５９条第１号 
 
 
 
 
 
 
 
 
改正母子保健法第 17 条
の２ 
 
 
平成１１年１月７日児
発第１４号厚生省児童
家庭局⾧通知「子育て支
援のための拠点施設の
設置について」 
 
 
 
 

 
(ｲ) 子ども・子育て

支援法第５９条
第１号に基づく
利用者支援事業
を実施する法人
（社会福祉法人
等） 

 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人等 
 
(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人又

は公益社団法
人、公益財団法
人、一般社団法
人若しくは一般
財団法人（放課
後児童クラブに
限る。） 

 

 
３／４ 
 
 
 
 
 
 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
３／４ 
 
 
 
 

(11) 母子・父子福祉
センター 

 
 
 
 
 
 
 
 

母子及び父子並びに寡
婦福祉法第３８条及び
平成２６年９月３０日
厚生労働省発発雇児０
９３０第４号厚生労働
事務次官通知「母子・父
子福祉施設の設備及び
運営について」 
 

(ｱ) 市町村 
 
(ｲ) 社会福祉法人又

は日本赤十字
社、公益社団法
人、公益財団法
人、一般社団法
人若しくは一般
財団法人 

２／３ 
 
２／３ 

(12) 母子・父子休養
ホーム 

母子及び父子並びに寡
婦福祉法第３８条及び

(ｱ) 市町村 
 

２／３ 
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平成２６年９月３０日
厚生労働省発雇児０９
３０第４号厚生労働事
務次官通知「母子・父子
福祉施設の設備及び運
営について」 
 

(ｲ) 社会福祉法人又
は日本赤十字
社、公益社団法
人、公益財団法
人、一般社団法
人若しくは一般
財団法人 

 

２／３ 
 

(13) 母子健康包括支
援センター 

母子保健法第２２条 中核市又は市町村 ２／３ 
 
 

(14) 日常生活支援住
居施設 

生活保護法第３０条 (ｱ)市町村 
 
(ｲ)社会福祉法人等 
 

３／４ 

(15) その他施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別途知事が定める基準
等 
 
 
 
 
 
 
 

(ｱ) 市町村 
 
 
(ｲ) その他知事が認

めた者 

２／３から３／４
まで 
 
２／３から３／４
まで 
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別表３ 

 

算 定 基 準 

 

１ 基 準 額 ２ 対 象 経 費 

(1) 知事が認めた額 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

社会福祉施設等の災害復旧（施設の復旧と一体的
に復旧されるものであって、知事が必要と認めた
復旧を含む。）に必要な工事費又は工事請負費（交
付要綱５に定める費用を除く。）及び工事事務費
（工事施工のため直接必要な事務に要する費用
であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製
本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又
は工事請負費の２．６％に相当する額を限度とす
る。） 

(2) 知事が認めた額 社会福祉施設等の災害復旧（応急仮設施設整備）
に必要な工事費又は工事請負費（交付要綱５に定
める費用を除く。） 
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別表４ 
 

各法に基づく特別措置 
 

１ 区分 ２ 対象施設の種類 ３ 補助率 

(1) 公害の防止に関する事業
に係る国の財政上の特別
措置に関する法律（昭和
４６年法律第７０号）第
２条に規定する公害防止
対策事業として行う場合 

 
 

・老人デイサービスセンター 
・老人短期入所施設 
・在宅介護支援センター 
・養護老人ホーム 
・特別養護老人ホーム 
・軽費老人ホーム 
・児童福祉施設 
 

４／５ 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 地震防災対策強化地域に
おける地震対策緊急整備
事業に係る国の財政上の
特別措置に関する法律
（昭和５５年法律第６３
号）第２条に規定する地
震対策緊急整備事業計画
に基づいて実施される事
業のうち、同法別表第１
に掲げる社会福祉施設
（木造施設の改築として
行う場合） 

 

・救護施設 
・養護老人ホーム 
・特別養護老人ホーム 
・乳児院 
・障害児入所施設（中分類） 
・児童心理治療施設 
・障害者支援施設（生活介護又は自

立訓練を行うものに限る。） 
 

５／６ 
 
 

(3) 地震防災対策特別措置法
（平成７年法律第１１１
号）第２条に規定する地
震防災緊急事業五箇年計
画に基づいて実施される
事業のうち、同法別表第
１に掲げる社会福祉施設
（木造施設の改築として
行う場合） 

 

・救護施設 
・養護老人ホーム 
・特別養護老人ホーム 
・乳児院 
・障害児入所施設（中分類） 
・児童心理治療施設 
・障害者支援施設（生活介護及び自

立訓練を行うものに限る。） 
 

５／６ 
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(4) 過疎地域自立促進特別措
置法（平成１２年法律第
１５号）第６条に規定す
る過疎地域自立促進市町
村計画に基づく事業とし
て行う場合 

 
 
 

・保育所 
・幼保連携型認定こども園 
・幼稚園型認定こども園 
・小規模保育事業所 
（地方公共団体が設置するもの） 
 
 
（地方公共団体以外の者が設置す
るもの） 
 

 
 
 
 
３／４から４／５
まで 
 
１１／１２ 
 

(5)  過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法
（令和３年法律第１９
号）第８条に規定する過
疎地域持続的発展市町村
計画に基づく事業として
行う場合 

・保育所 
・幼保連携型認定こども園 
・幼稚園型認定こども園 
・小規模型保育事業所 
（地方公共団体が設置するもの） 
 
 
（地方公共団体以外の者が設置す
るもの） 

 
 
 
 
３／４から 
４／５まで 
 
１１／１２ 

(6) 山村振興法（昭和４０年
法律第６４号）第８条第
１項の規定に基づく山村
振興計画に基づく事業と
して行う場合（地方交付
税法（昭和２５年法律第
２１１号）第１４条の規
定により算定した市町村
の基準財政収入額を同法
第１１条の規定により算
定した当該市町村の基準
財政需要額で除して得た
数値で補助年度前３か年
度内の各年度に係るもの
を合算したものの３分の
１の数値が０．４未満で
ある市町村の区域内にあ

・保育所 
・幼保連携型認定こども園 
・幼稚園型認定こども園 
・小規模保育事業所 
 

４／５ 
 



-27- 
 

るものに限る。（創設を
除く。）） 

 
 


